
令 和 ７ 年 度 津 市 に お け る 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら  

の 物 品 及 び 役 務 の 調 達 の 推 進 を 図 る た め の 方 針  

 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

 

 障 が い の あ る 人 が 地 域 に お い て 自 立 し た 日 常 生 活 や 社 会 生 活 を 送

る こ と が で き る よ う 、 そ の 就 労 に よ っ て 経 済 的 な 基 盤 を 確 立 す る こ

と は 重 要 で す 。  

  こ の た め 、 障 が い の あ る 人 の 雇 用 を 支 援 す る 仕 組 み を 整 え る と と

も に 、 障 が い の あ る 人 が 就 労 す る 障 害 者 就 労 施 設 等 に お け る 受 注 の

機 会 の 確 保 を 図 り 、 そ の 経 営 基 盤 を 強 化 す る こ と は 特 に 意 義 の あ る

と こ ろ で す 。  

 

第 １  目 的  

国 等 に よ る 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 の 推 進 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ５ ０ 号 。 以 下 「 障 害 者 優 先 調 達 推 進 法 」

と い う 。 ） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の

物 品 及 び 役 務 （ 以 下 「 物 品 等 」 と い う 。 ） の 調 達 の 推 進 を 図 る た め

の 方 針 （ 以 下 「 調 達 方 針 」 と い う 。 ） を 定 め 、 障 害 者 就 労 施 設 等 が

供 給 す る 物 品 等 の 需 要 の 増 進 を 図 る こ と に よ り 、 障 害 者 就 労 施 設 等

に お い て 就 労 す る 障 が い の あ る 人 の 自 立 の 促 進 に 資 す る こ と を 目 的

と し ま す 。  

 

第 ２  基 本 方 針  

１  障 害 者 就 労 施 設 等 の 受 注 の 機 会 の 増 大 を 図 る た め の 措 置 を 講 ず  

る よ う 努 め る も の と し ま す 。  

２  障 害 者 就 労 施 設 等 へ の 発 注 に 当 た っ て 、 予 算 の 適 正 な 執 行 に 留  

意 し 、 透 明 性 ・ 公 平 性 を 確 保 し つ つ 、 随 意 契 約 の 活 用 を 図 る も の  

と し ま す 。  

３  障 害 者 就 労 施 設 等 が ニ ー ズ に 応 じ た 物 品 等 の 提 供 が で き る よ う 、  

物 品 等 の 質 の 向 上 に つ い て の 相 談 や 支 援 を す る も の と し ま す 。  

 

第 ３  調 達 方 針 の 対 象 と な る 障 害 者 就 労 施 設 等  



調 達 方 針 の 対 象 と な る 障 害 者 就 労 施 設 等 は 、 次 の い ず れ か に 該 当

す る 施 設 等 で あ っ て 、 本 市 の 区 域 内 に 所 在 し 、 又 は 住 所 を 有 す る も

の と し ま す 。  

  (1) 障 害 者 就 労 施 設 （ 障 害 者 優 先 調 達 推 進 法 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定  

す る 施 設 を い う 。 ）  

(2) 在 宅 就 業 障 害 者 （ 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和  

３ ５ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 障 害 者 雇 用 促 進 法 」 と い う 。 ）  

第 ７ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 在 宅 就 業 障 害 者 を い う 。 ）  

(3) 在 宅 就 業 支 援 団 体 （ 障 害 者 雇 用 促 進 法 第 ７ ４ 条 の ３ 第 １ 項 に  

規 定 す る 在 宅 就 業 支 援 団 体 を い う 。 ）  

(4) 三 重 県 社 会 的 事 業 所 設 置 運 営 要 綱 （ 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

に 基 づ き 運 営 さ れ る 事 業 所   

 

第 ４  適 用 組 織  

  調 達 方 針 は 、 市 行 政 組 織 が 発 注 す る 物 品 等 の 調 達 に つ い て 適 用 し

ま す 。  

 

第 ５   調 達 に 係 る 対 象 の 物 品 等 及 び 調 達 の 目 標 額  

調 達 に 係 る 対 象 の 物 品 等 及 び 調 達 の 目 標 額 は 、 次 の 表 の と お り と

し ま す 。  

区  分  調 達 に 係 る 対 象 の 物 品 等 の 名 称  調 達 の 目 標 額  

物  品  
小 物 雑 貨 （ 清 掃 用 品 、 木 工 品 等 ）  

そ の 他 の 物 品  

   20 万 円  

以 上  

役  務  

清 掃 作 業 （ 建 物 清 掃 、 除 草 ・ 剪 定 等 ）  

印 刷 （ パ ン フ レ ッ ト な ど 各 種 印 刷 ）  

テ ー プ 起 こ し  

そ の 他 の 役 務  

３ ４ 0 万 円  

以 上  

 

第 ６  調 達 方 針 及 び 調 達 実 績 の 公 表  

 １  調 達 方 針 を 策 定 又 は 見 直 し を 行 っ た と き は 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等  

で 公 表 し ま す 。  

２  調 達 実 績 に つ い て は 、 事 業 の 終 了 後 に お い て 概 要 を 取 り ま と め

市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 し ま す 。  



 

第 ７  物 品 等 の 調 達 拡 大 へ の 取 組  

１  障 害 者 就 労 施 設 等 か ら 調 達 の 実 績 の あ る 物 品 等 に つ い て は 、 継  

続 的 な 調 達 に 努 め る と と も に 、 こ れ ま で に 調 達 実 績 の な い 物 品 等  

に つ い て も 調 達 の 検 討 を 行 い ま す 。  

２  市 行 政 組 織 か ら 提 出 さ れ た 障 害 者 就 労 施 設 等 へ の 物 品 等 の 発 注  

見 込 み を 基 に 、 計 画 的 に 調 達 を 行 い ま す 。  

 

第 ８  随 意 契 約 に よ る 物 品 等 の 調 達  

障 害 者 就 労 施 設 等 か ら 物 品 等 の 調 達 に 際 し て は 、 地 方 自 治 法 施 行

令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第

３ 号 の 規 定 に よ る 随 意 契 約 を 活 用 し ま す 。  

 

第 ９  共 同 受 注 窓 口 み え の 活 用  

発 注 す る 際 の 窓 口 と し て 「 共 同 受 注 窓 口 み え 」 を 活 用 し 、 受 注 業

務 を 対 応 可 能 な 障 害 者 就 労 施 設 等 に 分 配 す る と と も に 、 複 数 の 施 設

の 連 携 し た 取 組 に も 配 慮 し ま す 。  

 

第 10 調 達 方 針 の 見 直 し  

調 達 実 績 や 受 注 体 制 の 状 況 な ど を 勘 案 し て 、 必 要 に 応 じ て 調 達 方

針 の 見 直 し を 行 い ま す 。  

 


